平成21年11月11日

関係団体、事業者、施設等管理者　各位

　横浜市健康福祉局障害企画課長

障害福祉課長

　　　障害支援課長
新型インフルエンザワクチン接種について（通知）
　新型インフルエンザにかかる感染予防対策につきましては、種々ご配慮いただきありがとうございます。

さて、本市における新型インフルエンザワクチンの接種について、スケジュール及び手続き等が決定いたしましたのでお知らせいたします。
１　ワクチン接種のスケジュール等

ワクチン接種は11月16日（月）より優先者からの開始を予定しております。詳細については本市ホームページに掲載しておりますので、最新かつ正確な情報の入手をお願いいたします。
２　接種費用について

「生活保護世帯」「世帯全員が市民税非課税の方」等については、接種費用が免除されます。その際には免除対象であることを証明する書類の写しが必要ですが、該当書類がない場合には11月12日（木）以降、各区役所の専用窓口で確認書を発行します。
施設職員の方が御利用者の分をまとめて手続きされる場合は、事前に各区役所へご連絡の上、窓口混雑の緩和にご協力いただけますようお願いいたします。

　※その他ワクチン接種に対するお問い合わせは、横浜市発熱センターへお願いいたします。

《ワクチン接種関連情報》（スケジュール等はこちらで御確認ください。）
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/hokenjo/genre/kansensyo/influvac.html
　　なお、本市では現在インフルエンザ警報が発令されております。既にお知らせしましたとおり、御利用者、職員の方等でインフルエンザ様の症状（38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状）を有する方が発生して７日以内に、その方を含め10名以上が次の条件を満たす場合には、
	インフルエンザ様症状を有するものについて、医師（嘱託医や主治医等）が診察し、簡易迅速検査の結果、A型陽性・B型陰性である、又は、A型陰性でも臨床的に感染を強く疑われること（簡易迅速検査でB型が確定された場合は除く。）。


保健所支所※（事業所施設等の所在する区の福祉保健センター福祉保健課健康づくり係）、障害支援課の各担当、障害者支援センター等関係機関に連絡してください。（各区健康づくり係の電話番号は、ホームページ等でご確認ください。）
※なお、本通知文は「障害福祉サービスかながわ」にも掲出しております。
問い合わせ先：障害企画課　TEL 045-671-3603

障害福祉課　TEL 045-671-2401

障害支援課　TEL 045-671-3565
FAX（共通）045-671-3566

